
11
月
は
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
予
定
納
税

の
第
2
期
分
の
納
付
月
で
す
。
納
付
額
は
6
月
中
旬
に

税
務
署
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
第
１
期
分
の
通
知
書
に
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
金
額
を
11
月
１
日
か
ら

11
月
30
日
の
間
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　

個
人
事
業
税
の
第
２
期
分
は
、
納
税
通
知
書
（
原

則
と
し
て
第
１
期
分
の
納
税
通
知
書
に
同
封
し
て
い

ま
す
。）に
記
載
さ
れ
て
い
る
期
日
ま
で
に
、
金
融
機

関
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

個
人
事
業
税
の
第
2
期
分
も

お
忘
れ
な
く

　

納
税
に
関
し
て
は
振
替
納
税
を
利
用
さ
れ
ま
す
と
、

安
全
、
便
利
、
確
実
で
す
。
こ
の
場
合
、
税
金
の
納

付
書
は
あ
な
た
の
指
定
し
た
金
融
機
関
に
送
付
さ
れ
、

期
日
に
な
る
と
、
自
動
的
に
預
金
口
座
か
ら
引
き
落

と
し
さ
れ
ま
す
。

振
替
納
税
が
便
利
で
す

　

納
期
限
ま
で
に
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の

予
定
納
税
額
を
納
め
な
い
と
、
延
滞
税
が
課
さ
れ
ま

す
。
延
滞
税
の
額
は
、
納
期
限
の
翌
日
か
ら
そ
の
税

額
を
完
納
す
る
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
て
、
未
納
の

税
額
に
対
し
て
一
定
の
率
を
乗
じ
て
算
出
し
た
金
額

で
す
。
た
だ
し
、
納
期
限
の
翌
日
か
ら
２
か
月
間
に

限
っ
て
は
、
こ
の
割
合
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

て
い
ま
す
。

延
滞
税
に
ご
注
意
！

　

今
年
の
申
告
納
税
見
積
額
が
、
６
月
に
通
知
さ
れ

て
き
た
予
定
納
税
基
準
額
に
比
べ
て
相
当
少
な
く
な

る
と
見
込
ま
れ
る
人
で
一
定
の
条
件
に
該
当
す
る
人

は
、
11
月
15
日
ま
で
に
「
予
定
納
税
額
の
減
額
申
請

書
」
を
税
務
署
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
予
定
納

税
第
２
期
分
の
減
額
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

予
定
納
税
の
減
額
申
請
は

11
月
15
日
ま
で
に
！

第 340号
（令和３年11月１日）

編集兼発行

京都市上京区油小路通
元誓願寺下ル頭町490

https://w
w
w
.nk-net.co.jp/kyokai/nyukai/top/08201

　

上
京
納
税
協
会
の
窓
口
に
あ
る
「
入
会
申
込
書
」
に
記
入
し
て
い
た

だ
く
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ご
入
会
い
た
だ
け
ま
す
。

　

会
費
は
、
法
人
・
個
人
別
に
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

※

詳
し
く
は
、
窓
口
又
は
お
電
話
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

ご
入
会
の
お
申
込
み
は
こ
ち
ら

携
帯
電
話
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
下
記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

ま
た
は
、
左
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
へ
ア
ク
セ
ス
し
て
く
だ
さ
い
。

ご入会の手続き
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早 め に 申 告 　 早 め に 納 税
　

令
和
３
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、
電
子

帳
簿
保
存
法
の
改
正
等
が
行
わ
れ
、
帳
簿
書

類
を
電
子
的
に
保
存
す
る
際
の
手
続
等
に
つ

い
て
抜
本
的
な
見
直
し
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
改
正
は
、
令
和
４
年
１
月
１
日

に
施
行
さ
れ
ま
す
。

電
子
帳
簿
保
存
法
の
概
要

　

電
子
帳
簿
保
存
法
は
、
各
税
法
で
原
則
紙

で
の
保
存
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
帳
簿
書

類
に
つ
い
て
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
上
で

電
子
デ
ー
タ
に
よ
る
保
存
を
可
能
と
す
る
こ

と
及
び
電
子
的
に
授
受
し
た
取
引
情
報
の
保

存
義
務
等
を
定
め
た
法
律
で
す
。

　

電
子
帳
簿
保
存
法
上
、
電
磁
的
記
録
に
よ

る
保
存
は
、
大
き
く
次
の
３
種
類
に
区
分
さ

れ
て
い
ま
す
。

①
電
子
帳
簿
等
保
存

（
電
子
的
に
作
成
し
た
帳
簿
・
書
類
を
デ

ー
タ
の
ま
ま
保
存
）

②
ス
キ
ャ
ナ
保
存

（
紙
で
受
領
・
作
成
し
た
書
類
を
画
像
デ

ー
タ
で
保
存
）

③
電
子
取
引

（
電
子
的
に
授
受
し
た
取
引
情
報
を
デ
ー

タ
で
保
存
）

電
子
帳
簿
等
保
存
に
関
す
る
改
正
事
項

◆
税
務
署
長
の
事
前
承
認
制
度
の
廃
止

◆
優
良
な
電
子
帳
簿
に
係
る
過
少
申
告

加
算
税
の
軽
減
措
置
の
整
備

　

一
定
の
国
税
関
係
帳
簿
に
つ
い
て
優
良
な

電
子
帳
簿
の
要
件（
記
録
事
項
の
訂
正
等
を

行
っ
た
場
合
に
そ
の
事
実・内
容
を
確
認
で
き

る
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
こ
と
、取
引
年
月

日・取
引
金
額・取
引
先
等
の
条
件
で
検
索
で

き
る
こ
と
等
）を
満
た
し
て
電
磁
的
記
録
に

よ
る
備
付
け
及
び
保
存
を
し
、
本
措
置
の
適

用
を
受
け
る
旨
等
を
記
載
し
た
届
出
書
を
あ

ら
か
じ
め
税
務
署
長
に
提
出
し
て
い
る
人
に

つ
い
て
、
そ
の
帳
簿
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に

関
し
申
告
漏
れ
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の

申
告
漏
れ
に
課
さ
れ
る
過
少
申
告
加
算
税
が

５
％
軽
減
さ
れ
る
措
置
が
整
備
さ
れ
ま
す
。

◆
最
低
限
の
要
件
を
満
た
す
電
子
帳
簿

の
電
磁
的
記
録
に
よ
る
保
存

　

正
規
の
簿
記
の
原
則
（
一
般
的
に
は
複
式

簿
記
）に
従
っ
て
記
録
さ
れ
る
も
の
に
限
り
、

最
低
限
の
要
件
（
帳
簿
の
保
存
場
所
に
パ
ソ

コ
ン
等
を
備
え
付
け
、
整
然
と
し
た
形
式
及

び
明
瞭
な
状
態
で
速
や
か
に
出
力
で
き
る
よ

う
に
し
て
お
く
こ
と
等
）を
満
た
す
電
子
帳

簿
に
つ
い
て
電
磁
的
記
録
に
よ
る
保
存
等
が
可

能
と
な
り
ま
す
。

ス
キ
ャ
ナ
保
存
に
関
す
る
改
正
事
項

◆
税
務
署
長
の
事
前
承
認
制
度
の
廃
止

◆
タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
要
件
・
検
索
要
件

等
の
緩
和

　

タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
（
あ
る
時
刻
に
そ
の
電

子
デ
ー
タ
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
と
、
そ
れ

以
降
改
ざ
ん
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
証
明
）

の
付
与
期
間
が
、
記
録
事
項
の
入
力
期
間
と

同
様
、
最
長
約
２
か
月
と
概
ね
７
営
業
日
以

内
と
さ
れ
、
検
索
要
件
の
記
録
項
目
に
つ
い

て
、
取
引
年
月
日
そ
の
他
の
日
付
、
取
引
金

額
及
び
取
引
先
に
限
定
さ
れ
る
等
の
要
件
緩

和
が
行
わ
れ
ま
す
。

◆
適
正
事
務
処
理
要
件
の
廃
止

　

こ
れ
ま
で
必
要
と
さ
れ
て
い
た
、
相
互
け

ん
制
、
定
期
的
な
検
査
及
び
再
発
防
止
策
の

社
内
規
程
整
備
等
が
不
要
と
な
り
ま
す
。

◆
不
正
に
係
る
重
加
算
税
の
加
重
措
置

の
整
備

　

適
正
な
保
存
を
担
保
す
る
た
め
、
ス
キ
ャ

ナ
保
存
が
行
わ
れ
た
国
税
関
係
書
類
に
係
る

電
磁
的
記
録
に
関
し
て
、
隠
蔽
し
、
又
は
仮

装
さ
れ
た
事
実
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の

事
実
に
関
し
生
じ
た
申
告
漏
れ
等
に
課
さ
れ

る
重
加
算
税
が
10
％
加
重
さ
れ
ま
す
。

電
子
取
引
に
関
す
る
改
正
事
項

◆
タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
要
件
及
び
検
索
要

件
の
緩
和

　

タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
要
件
及
び
検
索
要
件
に

つ
い
て
、
タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
の
付
与
期
間
が

最
長
約
２
か
月
と
概
ね
７
営
業
日
以
内
と
さ

れ
、
検
索
要
件
の
記
録
項
目
に
つ
い
て
、
取

引
年
月
日
そ
の
他
の
日
付
、
取
引
金
額
及
び

取
引
先
に
限
定
さ
れ
る
ほ
か
、
基
準
期
間
の

売
上
高
が
１
０
０
０
万
円
以
下
で
あ
る
人
に

つ
い
て
、
税
務
職
員
に
よ
る
デ
ー
タ
の
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
の
求
め
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
し
て
い
る
場
合
に
は
、
検
索
要
件
の

全
て
が
不
要
と
さ
れ
ま
す
。

◆
適
正
な
保
存
を
担
保
す
る
措
置

　

申
告
所
得
税
及
び
法
人
税
に
お
け
る
電
子

取
引
の
取
引
情
報
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
つ

い
て
、
そ
の
電
磁
的
記
録
の
出
力
書
面
等
の

保
存
を
も
っ
て
そ
の
記
録
の
保
存
に
代
え
る

こ
と
が
で
き
る
措
置
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。
な

お
、
消
費
税
に
お
け
る
電
子
取
引
の
取
引
情

報
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
引

き
続
き
出
力
書
面
に
よ
る
保
存
が
可
能
で
す
。

ま
た
、
電
子
取
引
の
取
引
情
報
に
係
る
電
磁

的
記
録
に
関
し
て
、
隠
蔽
や
仮
装
の
事
実
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
事
実
に
関
し
生
じ

た
申
告
漏
れ
等
に
課
さ
れ
る
重
加
算
税
が
10

％
加
重
さ
れ
ま
す
。

電
子
帳
簿
保
存
法
が

改
正
さ
れ
ま
し
た
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制度導入までのスケジュール

登録事業者になろうとする事業者の方は「適格請求書発行事業者の登録申請書（登録申請書）」の提出が必要です。
登録申請書提出後、税務署から登録番号などの通知が行われます。
※　登録番号については、法人番号を有する事業者の方は「T＋法人番号」、それ以外の事業者の方は「T＋13桁の数字（新たな固有の番号）」が
　登録番号となります。

登録申請書の
受付開始

令和3年10月1日 令和5年３月31日 令和５年10月1日

インボイス制度
の導入

登録申請書は、
令和3年10月１日
から提出が可能です。

令和５年10月１日から登録を受けるためには、原則として、
令和５年３月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

　

令
和
５
年
10
月
１
日
か
ら
「
適
格
請
求
書

等
保
存
方
式（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）」が
導
入
さ

れ
ま
す
。
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
（
登
録

事
業
者
）
の
み
が
適
格
請
求
書
（
イ
ン
ボ
イ

ス
）
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の

登
録
申
請
の
受
付
が
令
和
３
年
10
月
１
日
か

ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
概
要

　

イ
ン
ボ
イ
ス
と
は
、
売
手
が
買
手
に
対
し

て
、
正
確
な
適
用
税
率
や
消
費
税
額
等
を
伝

え
る
も
の
で
す
。具
体
的
に
は
、現
行
の
「
区

分
記
載
請
求
書
」
に
「
登
録
番
号
」
、
「
適

用
税
率
」
及
び
「
消
費
税
額
等
」
の
記
載
が

追
加
さ
れ
た
も
の
を
い
い
ま
す
。

　

売
手
で
あ
る
登
録
事
業
者
は
、
買
手
で
あ

る
取
引
相
手
（
課
税
事
業
者
）
か
ら
求
め
ら

れ
た
と
き
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
を
交
付
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（
ま
た
、
交
付
し
た
イ
ン

ボ
イ
ス
の
写
し
を
保
存
し
て
お
く
必
要
が
あ

り
ま
す
）
。

　

買
手
は
仕
入
税
額
控
除
の
適
用
を
受
け
る

た
め
に
、
原
則
と
し
て
、取
引
相
手
（
売
手
）

で
あ
る
登
録
事
業
者
か
ら
交
付
を
受
け
た
イ

ン
ボ
イ
ス
の
保
存
等
を
す
る
こ
と
が
必
要
と

な
り
ま
す
。登

録
事
業
者
の
申
請

　

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
者
は
、「
適

格
請
求
書
発
行
事
業
者
の
登
録
申
請
書
（
国

内
事
業
者
用
・
国
外
事
業
者
用
）
」
の
提
出

が
必
要
で
す
。
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
導
入
さ

れ
る
令
和
５
年
10
月
１
日
か
ら
登
録
を
受
け

る
た
め
に
は
、
原
則
と
し
て
、
令
和
５
年
３

月
31
日
ま
で
に
登
録
申
請
書
を
提
出
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

登
録
申
請
書
提
出
後
、
税
務
署
か
ら
登
録

番
号
な
ど
の
通
知
が
行
わ
れ
ま
す
。
申
請
は
、

次
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
に
よ
る
登
録
申
請

　

「
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
ソ
フ
ト
」
の
ほ
か
、
「
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
ソ
フ
ト
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
）
」
及
び

「
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
ソ
フ
ト
（
Ｓ
Ｐ
版
）
」
か
ら
、

登
録
申
請
を
送
信
で
き
ま
す
。
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ

で
申
請
を
行
う
に
は
、
事
前
に
電
子
証
明
書

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等
）
と
利
用
者
識

別
番
号
等
を
取
得
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。　

◆
郵
送
に
よ
る
登
録
申
請

　

申
請
を
郵
送
に
よ
り
行
う
場
合
は
、
管
轄

地
域
の
「
イ
ン
ボ
イ
ス
登
録
セ
ン
タ
ー
」
に

申
請
書
等
を
送
付
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

書
面
の
申
請
書
等
を
、
セ
ン
タ
ー
へ
直
接
持

ち
込
む
事
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
注
意
が
必
要

で
す
。

　

大
阪
国
税
局
管
内
の
イ
ン
ボ
イ
ス
登
録
セ

ン
タ
ー
の
所
在
地
等
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
所
在
地
】

５
５
０

－

８
５
２
６

大
阪
市
西
区
川
口
２
丁
目
７
番
９
号

【
電
話
番
号
】

０
６

－

６
５
８
５

－

２
２
６
０

　

な
お
、
右
に
記
載
し
た
電
話
番
号
は
、
イ

ン
ボ
イ
ス
登
録
セ
ン
タ
ー
か
ら
照
会
等
を
行

う
専
用
番
号
と
な
っ
て
お
り
、
相
談
等
は
行

わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
関
す
る
一
般
的
な
電

話
相
談
に
つ
い
て
は
、
軽
減
・
イ
ン
ボ
イ
ス

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
消
費
税
軽
減
税
率
・
イ

ン
ボ
イ
ス
制
度
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
）
で
受

け
付
け
て
い
ま
す
。

　

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
の
電
話
番
号
等
は
次
の

と
お
り
で
す
。

【
電
話
番
号
】

0
1
2
0

－

2
0
5

－

5
5
3

（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
（
無
料
）
）

【
受
付
時
間
】

９
時
か
ら
17
時
（
土
日
祝
除
く
）

明 る い 社 会 に い き る 税

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の

登
録
事
業
者
申
請
の
受
付
が

始
ま
っ
て
い
ま
す
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一人一人の納税が明るい未来を作ります
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確 か な 納 税 　 確 か な 未 来

※ネットバンキング対応の金融機関については、
以下のURLよりご確認ください。
https://ssl.f-regi.com/payeasy/bank_list.cgi

23:30

30 au PAY 25

23:30
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特別徴収の方法による納税のしくみ

③特別徴収税額
　の通知

①給与支払報告書提出
　（1月31日まで）

②税額の計算

④給与支払の際
　税額を徴収

従業員（給与所得者）
納税義務者

事業主（給与支払者）
特別徴収義務者

従業員の居住する
市町村

6月から翌年の5月
まで毎月の給与支給日〔　　　　　　　 〕

⑤税額の納入
　（翌月10日まで）

③特別徴収税額の通知
　（5月31日まで）

深 め よ う ！ 税 の 知 識 と 関 心 を

　これまで納付書により年４回納めていた従業員の方については、
・金融機関等へ納税のために出向く手間を省くことができ、納め忘れがなくなる。
・年12回に分けて納付されるので、１回当たりの負担額が少なくて済む。
など、便利な制度です。

問合せ先 京都府　税　務　課　課税・電算担当 ０７５－４１４－４４３３
 京都市　市税事務所　法人税務担当  ０７５－２１３－５２４６

■特別徴収のメリット

　所得税の源泉徴収と異なり、給与から差し引く額は従業員の方がお住まいの市町村から通知されます。
したがって所得税のような税額計算や年末調整は不要です。

■特別徴収の事務

　従業員の方の個人住民税（市町村民税・府民税）を事業主の方が毎月の給与のお支払の際に、所得税と
同様に給与から差し引いて徴収（特別徴収）し、市町村へ納入していただく制度です。

　京都府と京都府内の全ての市町村は、平成30年度から、原則として全ての事業者を特別徴収義務者
に指定し、個人住民税の特別徴収を徹底しています。
　また、大阪府、兵庫県、和歌山県及び各府県内市町村においても、平成30年度から同様の取組を実
施しており、先行して取組を実施していた滋賀県、奈良県を含め近畿全ての府県と市町村が、個人住
民税の特別徴収の徹底に向けた取組を進めています。

　地方税法第321条の４及び各市町村の税条例の規定により、給与を支払う事業者は、原則として全
て特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっています。

■個人住民税の特別徴収とは

事業主のみなさまへ

個人住民税の特別徴収の実施をお願いします

京都府・京都市からのお知らせ
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納
税
協
会
で
は
、
正
規
の
簿
記
の
原
則

に
対
応
し
た
『
使
い
や
す
く
経
営
に
役
立

つ
複
式
帳
簿
』
を
発
行
し
て
い
ま
す
。

こ
の
帳
簿
は
、
貸
借
対
照
表
や
損
益
計

算
書
な
ど
、
青
色
申
告
特
別
控
除
を
受
け

る
に
当
た
っ
て
必
要
な
帳
簿
、
書
類
等
を

一
冊
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。

現
在
、
青
色
申
告
特
別
控
除
額
は
最
高

55
万
円
（
又
は
65
万
円
）
と
な
っ
て
お
り
、

正
規
の
簿
記
に
よ
る
記
帳
は
事
業
を
営
む

方
に
と
っ
て
大
変
メ
リ
ッ
ト
の
大
き
い
も

の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
正
規
の
簿
記
に
よ
っ
て
記
帳
し
、

申
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
は
、
よ
り
正
確

な
経
営
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
に
つ
な
が

り
、
必
ず
事
業
繁
栄
の
お
役
に
立
ち
ま
す
。

納
税
協
会
で
は
、
こ
の
『
使
い
や
す
く

経
営
に
役
立
つ
複
式
帳
簿
』
を
利
用
し
た

「
簿
記
教
室
」
も
併
せ
て
開
催
し
て
い
ま

す
。

　
複
式
帳
簿
及
び
簿
記
教
室
に
関
す
る
お

問
い
合
わ
せ
は
、
納
税
協
会
ま
で
！

経
営
に
役
立
つ
納
税
協
会
の

経
営
に
役
立
つ
納
税
協
会
の

複
式
帳
簿
・
簿
記
教
室

複
式
帳
簿
・
簿
記
教
室

決 算 の 整 理 は 確 実 に 順 序 よ く

（※２）棚卸資産の評価方法には原価法（６
種類）と低価法があり、低価法は青色申告者
のみ選択できます。
　評価方法については、例えば、商品につい
ては最終仕入原価法、主要原材料は総平均法
というように棚卸資産の区分ごとに方法を選
定し、税務署へ届けておけば、その方法で評
価することができます。
　最も簡単な評価方法は最終仕入原価法で、
次の算式によります。

（※１）棚卸しをしなければならない資産
①　商品など…商品、製品、半製品、仕掛品、
原材料、副産物、仕損じ品、作業くずなど
②　消耗品など…まだ使用していない包装材料、
ガソリン、事務用品などの消耗品や使用可
能期間が１年未満か取得価額が10万円未満
の工具、器具、備品などの減価償却資産

※　通常の年に比べて特に増えていない消耗品
などについては、棚卸しを省略しても差し支
えありません。

Ⅰ　棚卸表の作成
□　商品や消耗品の種類、品質、型などの異なるご
とにその数量を実地に棚卸し（※１）

□　棚卸資産をあらかじめ税務署に届け出ている方
法で評価して棚卸高を計算（届け出ていない場合は、
最終仕入原価法で評価）（※２）

Ⅱ　帳簿の照合・点検
□　領収書との照合　　□　売掛帳との照合
□　買掛帳との照合　　□　科目ごとの累計の計算
□　記入漏れ・ミス等の点検

Ⅳ　決算書の作成
□　決算チェック表などを作り、項目ごとに検算
□　比率分析により、売上金額や経費などを各種別に
検算

Ⅲ　決算整理・青色申告の特典計算
□　減価償却費の計算　　　　　□　期間損益の点検
□　必要経費の整理　　　　　　□　仕入金額の整理
□　青色申告の特典計算（※３）　 □　売上金額の整理
□　消費税等の経理処理　　　　□　収入金額の整理

（※３）青色申告の特典
●青色申告特別控除
　　複式簿記の記帳者で期限内申告などの条
件を満たせば最高55万円（注）を控除可能で
す。条件を満たしていない青色申告者は最高
10万円の特別控除が受けられます。

●青色事業専従者給与の必要経費算入
●貸倒引当金の繰入れ
　　年末の売掛金など
　　一括評価貸金の残高　× 5.5％

●退職給与引当金の繰入れ
●純損失の繰越し控除・繰戻し還付
●小規模事業者の所得計算の特例

（　　　　　  ）

決算の順序とチェックポイント

年末に一番近いところ
で仕入れた仕入単価　 × 　　　　　 　＝ 年末棚卸高

年末棚卸資産
の数量

（注）電子申告又は電子帳簿保存を行う場合、最高65万円の控除となります。
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明 る い 納 税 　 明 る い 社 会
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考 え て み よ う 　 身 近 な 税 を

京都支社


